ニューヨーク・タイムズ紙記事（2月8日付）

日本では、新たな失業者にはセーフティーネットはないのかもしれない

マーティン・ファックラー記者

（日本、大分県）　平野孝治は、この南の都市にあるキヤノンのデジタルカメラ工場で働く自分と他の労働者たちが10月末に突然食堂に集められ解雇を言い渡されたとき、とても信じられず｢頭が真っ白になった｣と言った

　この職場での共通のメリットである会社提供の寮からの退出も命じられたとき、ショックは恐怖に変わった。わずか月700ドルの手取りで貯金などなく、ホームレスになるのは確実だった。

　「会社はわれわれを寒い冬空に追い出して死なせようとしていた」と、47歳の平野氏は言う。

　現在の経済危機により世界中で失業と困窮が広がっており、日本も例外ではない。生産量が空前のスピードで落ち込み、12月の失業率は前月の3.9パーセントから4.4パーセントに跳ね上がった。しかし、より衝撃的なのは、解雇された人々の大多数があまりに弱い立場にあるという事実だ。数百、あるいは数千人が通りに放り出されている。

　キヤノンから解雇された平野氏たちは、アメリカ型の規制緩和が進んだこの10年間に生み出された、日本の労働者の新たな下位層の一部である。短期雇用労働者である彼らは、いわゆるサラリーマンや日本の多くの中小製造業企業で働く労働者がもつ権利をなにひとつもっていない。

　さらに悪いことに、彼らは失業や福祉の手当給付に関してほとんど期待できない。最近まで広範な失業をほとんど経験したことのない日本では、解雇された労働者へのセーフティーネットが十分ではないのである。

　厚生労働省は、10月以降約13万1000人の解雇が発表されているとしている。そのうち、日本の労働者の大多数を占める伝統的な正規雇用についていたのは、わずか6000人である。正規雇用は今でも終身であることが多い。厚労省によれば12万5000人という圧倒的多数が、派遣会社から派遣され、低賃金・少ない手当、そして正規労働者のような解雇に対する法的保護がまったくない短期契約で雇われている、いわゆる非正規労働者である。

　キヤノンで働いていた平野氏ら派遣労働者は、一般市民の抗議の声が首相に届くほど広がった結果、数ヶ月寮にとどまることを許された。しかし、それほど幸運ではない労働者もいる。正月休みの間、解雇によって住むところを失った非正規労働者約500人が、東京の厚労省近くの公園に緊急のテント村をつくった。

世界的な景気減速によって、以前は企業が労働者を解雇するのは最後の手段であった日本のよりやさしい資本主義をこの10年間の経済改革がいかに浸食してきたかが、かつてなくよくわかるようになっている。

「今の不況は、増大する社会的不平等に国民の目を向けさせている」と、労使関係が専門の獨協大学の阿部正浩教授は言う。「まるごとこれまでの支援ネットの外にいる労働者の層が存在しているのです。」

10年前までは、非正規労働者は日本の労働力人口の4分の1に満たず、下請け業者など終身雇用制度の外にいる労働者や、レストランやコンビニエンス・ストアなどでパートとして働く学生や主婦も含まれていた。

しかし、非正規労働者の数は1999年の労働法制の緩和によって急増し、2004年には正規労働に限られていた生産ラインはじめ大部分の職種への派遣労働が認められた。この10年の日本の景気回復の期間に、企業は正規職員の全体数を減らし続ける一方で、よりコストのかからない非正規労働者を何百万人も増やしてきた。

総務省によると、今日、日本の労働者5530万人の34.5パーセントを非正規労働者が占めており、そこには世帯の主要な稼ぎ手が大勢含まれている。

第2次大戦後つくられたこの国の伝統的な企業中心の社会福祉制度のもとで、企業は定年退職とその後に関して社員の面倒を見ることを期待され、年金をはじめとする諸手当の主たる導管の役割を果たし、労働者を解雇しないことで失業者名簿を空白に保ってきたのである。

限定的な政府の失業給付でさえ、終身雇用を念頭に置いている。たとえば失業給付を受給するためには、同じ職を1年以上続けていることが必要で、2カ月での更新を繰り返しているような多くの非正規労働者は事実上除外されている。厚労省の専門家によれば、1780万人の非正規労働者には失業保険の受給資格がない。

経済開発協力機構（OECD）によれば、日本はGDPの0.3％しか失業給付に支出しておらず、西ヨーロッパ諸国に比べて大変低い。日本よりはるかに解雇と貧困を許している米国と同程度である。

労働問題の専門家や厚労省によれば、もはや終身雇用がすべてではない激変する労働市場に適したように、また解雇がこれほどの経済困難に直接結びつくのを防ぐために、日本は失業給付のシステムを改良する必要がある。

厚労省職業安定局の井上洋介課長は、「日本の社会的セーフティーネットは労働市場の変化についていっていない」とし、「規制緩和された今日の労働環境に適用したシステムを構築しなければならない」と述べた。

世論の高まりを受け、政府は失業保険の受給資格要件の職についていた期間を6カ月ないしそれ以上に短縮し、給付の対象を拡大することを約束した。また政府はより多くの非正規労働者を正規雇用にするよう企業に圧力をかけることで、伝統的なシステムの立て直しをはかっている。麻生太郎首相も12月に「正規雇用がベスト」であると述べている。

今回の解雇問題で最初に全国的な注目を集めたのは、平野氏を含む1100人の非正規雇用労働者が働いていた大分県の2つのキャノン工場の件である。

非正規労働者として、平野氏が雇用されているのは、技術的には派遣会社であり、働いていた工場ではない。結果、平野氏によればキヤノン経営陣は当初、平野氏やその他の労働者が解雇撤回を求めて書いた手紙を受け取ることさえ拒否した。工場門前での30分にも渡る押し問答の末、経営側は手紙をようやく受け取ったと平野氏は言う。まだ回答はない。

ニューヨーク・タイムズからの書面での質問に対し、キヤノンは現在の景気減速化で解雇された非正規労働者の困難を過小評価していた、今後寮への滞在期間延長などの支援を提供するつもりであると回答した。

平野氏ら解雇された労働者が言うには、彼らの平均年収は22000ドル程度であり、多くの専門家が指摘している日本の貧困水準の約25000ドルを下回っている。

生活をやりくりするために、平野氏は働いていた時さえ、毎晩わずかのキャベツと人参だけのシチューをワンルームの寮の片隅の小さな台所でつくってしのいでいた。スーパーの特売日だけ鶏肉を入れていたという。

平野氏と同僚はみな、いくつもの求人に応募しているが、現在の労働市場ではまだ好運に恵まれていない。わずかな貯金がつきそうになり、彼らはこの2カ月で6回近く生活保護を申請しているが、担当者から就職活動の努力が足りないといわれ拒否されているそうである。当局によれば、彼らのキャノンで働いていた期間が1年未満であるため、失業保険の受給資格はない。

寮を突然追い出される事態に備え、平野氏はほとんどの荷物を段ボール6箱にまとめ、部屋の隅の畳まないままの布団と履歴書の山になっているテーブルの隣に置いている。

平野氏と同僚たちは、裏切られた気持ちだという。キヤノンで一生懸命働けば、賃金の高い直雇用にしてくれると信じていたのだ。

「私たちは一生懸命頑張ったのだから、キヤノンは私たちのことを考えてほしい」と32歳の解雇された労働者は言う。自分の状況を恥ずかしく思っている彼は、フルネームではなく村上とだけ名乗り、「それが日本的やり方です。でももはやここは、日本ではない」と述べた。

（全労連国際局、新婦人国際部仮訳）

